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王政は、中東で最古の政治体制である。 「マ リク(malik)」 とい う称号には、セム系言語に

様々なバ リエーシ ョンが存在する。これはユダヤ ・キリス ト教世界において、支配者を表す言

葉として長く用いられてきたものである。王政はその長い歴史の中で、支持と拒絶を幾度 とな

く経験してきた。そして王位は聖俗両方と結びっき、力の大小にかかわらず、世俗的支配者が、

いや強大な権力を誇る女性支配者までもがそれを求めてきたのである。

マ リクとい う称号は、すでに紀元328年 にアラブ世界に登場していた。アラブの詩人、イム

ルーアルカイスの墓がナマラにあるのだが、その碑文の中で、彼はアラブの王と称 されている

のだ。イムルーアルカイスは、メッカのカーバに掲げられていた7つ の長詩カシーダの一つ、

ムアーラカー ト(mu'allaqat)の 作者である。彼の出身部族、キンダは、短命に終わったが、

王国を築いたこともある。 しかし、アラビアの部族の間に王政が根付 くことはなかった。

イスラム教においては、王の称号に相応 しい存在は神だけとされ、自らを王 と呼ぶ者は暴君

として非難 された。アラブのイスラム教徒は、王とい う言葉を、基本的にはイスラム教徒以外

の支配者を呼ぶ際に限って使った。アラブのイスラム教徒支配者を王と呼ぶこともあったが、

それは皮肉としてであり、彼 らをイスラム教徒 として認めていないことを示すものだった。 し

か し非アラブ人イスラム教徒の支配者、そ してごく一部のアラブ人イスラム教徒支配者も、王

とい う称号を名乗って権力を誇示 し、自分たちよりカの弱いカリフに対する優位を主張するこ

とがあった1。

その後イスラム教では、マ リクとい う称号を、アラブ人か否かにかかわらず、強大な力を持

つイスラム教徒支配者に対 して使 うようになった。たとえば、マムルーク朝およびオスマン帝

国時代、シリアの年代史家や伝記作家は、イスラム教徒支配者に言及する際、マリクとい う称

号を単独で、またはスルタンやシャーの称号 と組み合わせて使った。かくして、オスマン朝の

スルタンは、マ リク ・アルラムと呼ばれ るようになった。「ラム」は元々 「ギリシャ人」を意

味する言葉だったが、やがてアラブ人イスラム教徒がビザンティン帝国の人々を指 して使 うよ

うにな り、その後、ビザンティン帝国の後を受け継いだオスマン朝の人々にも適用されるよう

になった ものである。同様に、マムルーク朝のスルタンは、アルスルタン ・アルマリク、 も

しくはアルマ リク ・アルスルタンと呼ばれ、シャファヴィ ・シャー(ShafavidShah)は マ

リク ・シャーと呼ばれた2。これ らの支配者が自らマ リクを名乗ったわけではないが、地元の

作家が、単なる称号としてではなく、尊敬の念を込めて、彼らをそ う呼んだのだ。 この言葉は

そのまま廃れることなく使われ続け、やがて20世 紀初頭には、アラブ諸国において正式な称
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号 とな った 。

か たや カ リフ とい う称 号 は、 も とも とイ ス ラム 教 と深 く結 び つ い た 言 葉 で あ る。 当初 は 、 イ

ス ラ ム社 会 の 最 高 権 威 者(ア ミー ル ・ア ル ムー ミニ ー ン/amiral-mu'minin)と して も 知 ら

れ る 、 預 言 者 ムハ マ ン ド(モ ハ メ ッ ト)の 後 継 者(ハ リー フ ァ/khalifa)に 対 して 用 い られ

た。 カ リフ は、 イ ス ラム 教 のイ マ ー ム(厂 礼 拝 の 指 導 者 」 の意 味)を 務 め な が ら、 イ ス ラム 教

を広 め、 そ の規 律 を執 行 す る役 割 を担 って い た 。 最 初 の カ リフ は 、 紀 元632年 か ら661年 の 間

の 、 正統 カ リフ(ラ ー シ ドゥー ン ・カ リフ(RashidunCaliphs)/「 正 しく導 か れ し者 た ち 」

の意 味)の 時 代 に 、イ ス ラム 社 会 の長 老 に よ って 選 ば れ た 。 カ リフ とそ の制 度 は 、 ウマ イ ヤ 朝 、

ア ッバ ー ス朝 お よび フ ァー テ ィマ ー 朝 、 な らび に短 期 間 で は あ っ た が 、 オ スマ ン 朝 とい った 支

配 王 朝 で 用 い られ た 。 ア ラ ブ に お け る カ リフ の 制 度 は 、1258年 、 ア ッバ ー ス 朝 が モ ン ゴル 人

に よっ て滅 ぼ され た とき に 消滅 した。 そ の 際 、 ア ッバ ー ス 朝 の カ リフ は マ ムル ー ク 朝 の 首 都 カ

イ ロ に逃 れ 、政 治 的権 力 を失 っ た ま ま余 生 を送 る。 こ の よ うな 状 況 は 、 ア ッバ ー ス 朝 の 最:後の

後 継 者 で あ る 、 第55代 カ リフ 、 ア ル ム タ ワ ッキ ル ・ア ラー ・ア ッ ラー フ ・ム ハ ンマ ド ・ヤ ー

クー ブ(al-Mutawwakil'alaAllahMuhammadYa'qub)が 、 イ ス ラ ム暦957年8月12日(西

暦1550年8月26日)に 亡 くな るま で続 い た3。

1517年 に オ ス マ ン朝 が カイ ロ を 占領 す る と、 ア ッバ ー ス朝 の カ リ フ は、 マ ム ル ー ク ・ス ル

タ ン ・カ ー イ トバ イ(MamlukSultanQayitbay)と 対 立 す る ス ル タ ン ・セ リム1の 側 につ

い た と言 わ れ て い る4。18世 紀 か らの言 い伝 え に よれ ば、 厂ア ッバ ー ス朝 カ リフ 、 ア ル ム タ ワ ッ

キル(AbbasidCaliphal-Mutawakkil)は 、 イ ス タ ン ブ ー ル の ア ヤ ソ フ ィ ア の モ ス クで 行 わ

れ た 式典 で 、ス ル タ ン ・セ リム とそ の後 継 者 に 、 カ リフ の位 を正 式 に移 譲 した」 と され て い る。

た だ し、ハ リル ・イ ナ ル ジ ク(KhalilInalcik)は 、現 在 残 っ て い る記 録 に こ の言 い 伝 え を裏

付 け る証 拠 は 存 在 し な い と言 う`。 い ず れ に せ よ 、 ス レイ マ ン1世(大 帝)の 時 代(1520-

1566)に 、 オ ス マ ン朝 の ス ル タ ン は ム ハ ンマ ドの 属 して い た ク ライ シ ュ族 の 流 れ を 汲 む 者 で

は な い た め、 イ マ ー ム お よび カ リフの 称 号 を名 乗 る こ とは許 され ない の で は ない か 、 とい う疑

問が 浮 上 した 。 これ に対 しイ ナ ル ジ ク は、 ス ル タ ンは イ ス ラ ム世 界 にお け る事 実 上 の主 権 者 と

して 、 カ リフ を名 乗 る こ とが で き る と述 べ る6。 事 実 、 オ ス マ ン朝 が 国 の 正 式 な学 校 と して認

定 したハ ナ ー フ ィ法 律 学 校 は、 カ リフ は ク ライ シ ュの 子 孫 に 限 られ る と は言 っ て い な い。

イ ナル ジ ク に よれ ば 、18世 紀 に な っ て オ ス マ ン 朝 の 権威 が 衰 え 始 め る と、 スル タ ン は 、 ア ッ

バ ー ス朝 が権 威 を誇 示 す るた め に利 用 した カ リフ の理 論 的概 念 に頼 る よ うに な っ た とい う。 例

え ば1727年 の サ フ ァ ヴィー 朝 との 条約 、 お よび1774年 の ロ シア との キ ュチ ュ ク ・カ イ ナ ル ジ ャ

条 約 を 締 結 した 際 に 、 そ う した 姿 勢 が 見 られ た との こ とだ7。 スル タ ン ・ア ブ デ ュ ル ・ハ ミ ト

II(SultanAbdul・hamidII)(1876-1909)は 、 オ ス マ ン 朝 の スル タ ン と して初 め て 、正 式 に、

かつ 公 然 とカ リフ を名 乗 り、汎 イ ス ラ ム主 義 者 に対 して 、 イ ス ラ ム の リベ ラル 勢 力 と戦 い 、 イ

ス ラ ム教 徒 を支 配 す る ヨー ロ ッパ 諸 国 の脅 威 に な ろ う と呼 び か け た。

シ リア征 服 後 、オ スマ ン朝 は 、 カデ ィ ム も し くはハ ー ミー ・アル ハ ラ マ イ ン ・アル シ ャ リー

フ ァ イ ン(K:hadimorHamial-Haramayna1・Sharifayn)(「2つ の神 聖 な る場 所 の従 者 ま た

は保 護 者 」 の 意 味)と い うイ ス ラ ム の 称 号 を用 い る よ うに な っ た。 これ は 、 イ ス ラ ム暦922年
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8月(西 暦1516年9,月3日)に ア レ ッポ8で 行 わ れ た 金 曜 日の 礼拝 に お い て 、演説 者(カ テ ィー

ブ/khatib)が ス ル タ ン ・セ リム1(SlutanSelimI)に 与 えた も の で あ る。 こ の名 誉 あ る

称 号 が スル タ ンに与 え られ た の は、 ヒジ ャー ズへ の巡 礼 に便 宜 を 図 っ て ほ しい との思 惑 か らだ っ

た 。 実 際 、 こ の称 号 は オ ス マ ン朝 の勅 令(カ ヌー ン名)8の 前 文 に 登場 してい る。 皮 肉 な の は 、

この よ うに重 み の あ る称 号 を も らい 受 け な が ら、 オ ス マ ン 朝 の ス ル タ ンは 誰 ひ と り巡 礼 に 出 か

けな か った とい うこ とで あ る9。

オ ス マ ン朝 の 支 配者 は 、 つ ね に スル タ ン の称 号 を名 乗 っ た。 ス ル タ ン とい うア ラ ビア 語 は 権

威 を意 味 し、 最 初 は ア ッバ ー ス 朝 のカ リフ がバ グ ダ ソ ドの 事 実 上 の 支 配者 、 セ ル ジ ュ ク 族(お

よそ1050-1150)に 与 えた も の で あ る。 そ の後 、 カ リフ の 中 に も、 権 威 と権 力 を誇 示 す る た め

に スル タ ン を名 乗 る もの が 現 れ た 。 時 に スル タ ン とい う称 号 は マ リク の称 号 と組 み合 わ され 、

ス ンニ 、 シ ー ア 両 派 の 指 導者 に よ って 使 われ たユo。

20世 紀 初 頭 の 支 配 者 の 称 号

1909年 、青 年 トル コ党 に よ り結 成 され た 統 一進 歩 委 員 会(CUP)が スル タ ン ・ア ブ デ ュル ・

ハ ミ トnを 退 位 に 追 い込 ん だ が 、 そ の 後 も オ ス マ ン王 朝 は権 力 を維 持 し、 オ ス マ ン朝 の スル タ

ンは 、 スル タ ンの称 号 だ け で な く、 カ リ フ の称 号 も名 乗 り続 け た。 ダ マ ス ク ス とメデ ィ ナ の 間

に ヒ ジ ャ ー ズ鉄 道(1901-1909)を 敷 い た ス ル タ ン ・ア ブ デ ュル ・ハ ミ トHは 、 「2つ の 聖 都

(TwoHolySanctuaries)」 の 従 者 、 そ して カ リフ と して の 地 位 を確 固 た る もの と して い た 。

この鉄 道 建 設 の表 向 き の 目的 は 、 ヒジ ャ ー ズ巡 礼 に便 宜 を 図 る こ とで あ っ た が 、 こ の鉄 道 の完

成 に よ っ て 、第 一次 世 界 大戦 中 の ヒジ ャ ー ズへ の トル コお よび ドイ ツ軍 の物 資 輸 送 が 容 易 とな

り、結 果 と して 両 国 は 、紅 海 に お け るイ ギ リス の利 益 を脅 か した ので あ る。 これ に対 して イ ギ

リス は 、 ヒジ ャ ー ズ 王 、 シ ャ リフ ・フ サ イ ン(SharifHusayn)に 対 して 、 オ スマ ン朝 に叛 旗

を翻 し、 ヒジ ャ ー ズ鉄 道 を破 壊 す る よ う説 得 した 。 イ ギ リス は王 に対 し、 シ リア 、 イ ラ クお よ

び ア ラ ビア の独 立 を認 め 、カ リフ の称 号 の 下 、彼 を これ ら3国 の 支 配者 にす る と約 束 した。 シ ャ

リフ ・フ サイ ン は1916年6月10日 に 反 乱 を 起 こ した。 イ ギ リス か らの 支 援 と、T.E.ロ ー レ ン

ス(ア ラ ビア の ロ レン ス)か らの助 言 を受 け、 シ ャ リフ ・フサ イ ンの 息 子 、 ア ミー ル ・フ ァイ

サ ル(Amir:Faysal)と 、ベ ドウィ ン で構 成 され た 軍 隊 は 、 ヒジ ャー ズ鉄 道 を破 壊 した。 ベ ド

ウィ ン が ヒジ ャ ー ズ鉄 道 の破 壊 に協 力 した の は、 ヒ ジ ャー ズ へ の 巡 礼 者輸 送 を め ぐっ て 、 この

鉄 道 が競 争 相 手 とな る か らで あ っ た。

第 一 次 世 界 大 戦 で オ ス マ ン 朝 が敗 れ る と 、 同 国 の 将 校 、 ム ス タ フ ァ ・ケ マ ル(Mustafa

Kemal)は 、 トル コ を 占領 して い た ヨー ロ ッパ 列 強 との 条 約 締 結 に成 功 した。 彼 は 、1922年

11月1日 に ス ル タ ンを 、 さ らに1924年3月8日 に はカ リフ を廃 止 して トル コ共 和 国 を建 国 し、

自 らが大 統 領 とな っ た。 こ こに 、 オ ス マ ン朝 は 終 わ りを 告 げ た の で あ る。

イ ギ リス に カ リフ の地 位 を約 束 され て い た シ ャ リフ ・フ サ イ ンは 、 トル コで の カ リフ の廃 止

に乗 じ、 自 らを カ リフ と宣言 した。 この行 為 は 、 ライ バル の ア ブ デ ュル ・ア ジ ズ ・イ ビン ・サ

ウ ド(Abdal一`AzizibnSa'ud)と い うナ ジ ュ ドの スル タ ン を激 怒 させ た。 イ ビ ン ・サ ウ ド

は 、 忠 誠 心 の 強 い イ フ ワ ー ン軍 を率 い て 、1925年 に ヒジ ャー ズ を 占領 し、 シ ャ リフ ・フサ イ
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ン を追 放 した。 この 結 果 、 イ ビ ン ・サ ウ ドは 、 ナ ジ ュ ドの ス ル タ ンだ け で な く、 ヒジ ャ ー ズ の

王 に もな っ た ので あ る。1932年 、彼 は サ ウ ジ ・ア ラ ビア 王 国 を 建 国 す る。 自 らの 宗 教 上 の威

光 を誇 示 す るた め に、彼 は そ の後 、様 々 な称 号 に加 えて 、カ デ ィ ム ・アル ハ ラマ イ ン ・アル シ ャ

リフ ァイ ン(Khadimal-Haramaynal-Sharifayn)(「2つ の 聖 都 の守 護 神 」 の意 味)を 名

乗 る。

当時 、 カ リフにっ い て は 、綿 密 な再 評 価 が 行 われ て い た。 シ リア の学 者 、 ムハ ンマ ド ・ラ シー

ド ・リダー(MuhammadRashidRida)(1865-1935)は カ イ ロに住 み 、エ ジ プ トの ム フテ ィー

で あ る ア ザ ー ル ・ム ハ ンマ ド ・ア ブ ドゥフ(AzharMuhmmad`Abduh)(1849-1905)の 弟

子 と して 広 く知 られ て い た。 彼 は、 自 らが 定 期 的 に発 行 す る 「マ ナ ー ル(α1-1吻 翩7)」 誌 で 、

イ ス ラ ム の近 代 化 と改 革 を訴 えた 。 そ して カ リフの 復 活 、 お よび サ ラ フ(先 祖)の 頃 の 純 粋 な

イ ス ラ ム 教 へ の 回 帰 を主 張 した(サ ラ フ主 義)。 彼 が ワ ッハ ー ブ 派 、 つ ま り極 め て優 れ た サ ラ

フ主 義 者 を賞 賛 して い た のは この た め で あ る。 リダ ー は、 当時 、 ア ラブ 民 族 主 義 とカ リフへ の

忠誠 との問 に緊 張 関係 が 存 在 して い る こ とを知 っ て い た。 彼 は トル コに対 して ア ラブ を 擁護 し、

オ ス マ ン朝 が権 力 を失 った 今 こそ 、 ア ラ ブ人 が カ リフ を取 り戻 す べ きだ と主 張 した。 さ ら に彼

は 、 ア ラ ブ人 と トル コ人 の和 解 を図 ろ う と した 。 しか しなが ら、 ヨー ロ ッパ の保 護 を受 けた ア

ラ ブ人 カ リフ は認 めず 、 そ の 理 由か ら、 シ ャ リフ ・フサ イ ンが カ リフ を名 乗 る こ とに は 反 対 し

た の で あ る11。一 方 アザ ー ル ・ムハ ン マ ド ・アブ ドゥフ の弟 子 、 ア リー ・ア ブ ダル ・ラ ッザ ー

ク(Ali`Abdal-Razzaq)(1888-1966)は 、 自 らの 著 書 、α1一駕 α〃zωα一龍%Zα1一翫 肋z(イ ス

ラ ム お よび 政 治 的権 威 の基 盤)の 中で 、 カ リフ とい う地 位 は本 来 神 聖 な もの で は な い た め、 復

活 させ るべ き で は ない と主 張 した 。 こ の主 張 は激 しい 議 論 を呼 ん だ12。

スル タ ン とい う称 号 は 、 オ ス マ ン朝 の 支 配 者 が何 世 紀 に も わ た って 名 乗 っ た もの だ が 、20

世 紀 初 頭 に な る と、 ナ ジ ャ ドの スル タ ン 、 イ ビ ン ・サ ウ ド(IbnSa'ud)や オ マ ー ンの ス ル タ

ン を 始 め とす る ア ラ ブ の 支 配 者 も名 乗 る よ うに な っ た 。1914年 、 イ ギ リス が 、 ドイ ツ の 側 に

つ い た オ スマ ン朝 へ の報 復 措 置 と して 、 エ ジ プ トに対 す る 同 国 の宗 主 権 を剥 奪 し、 エ ジプ トを

自国 の 保 護 国 と した 時 、 彼 らは エ ジ プ トの支 配 者 の 称 号 を 、 オ スマ ン 朝 の ス ル タ ン が1867年

に イ ス マ イ ル に 与 えた ヘ テ ィ ブ(khedive)(ペ ル シ ャ語 で 「王 」 の 意 味)か ら、 ス ル タ ンへ

と変 更 した 。 しか し1922年 、 イ ギ リス は エ ジ プ トに対 し、 条 約 関係 に 基 づ く形 式 的 な独 立 を

認 め 、 そ の 際 、エ ジ プ トの支 配 者 の称 号 を スル タ ンか ら王 へ と変 え た のだ った 。

1920年3月8日 、 フ ァ イ サ ル が シ リ ア 王 を 宣 言 す る

1916年6月10日 に ア ラ ブ 民族 主義 者 に よ る反 乱 が 勃 発 し、 ヒジ ャー ズ鉄 道 が破 壊 され た後 、

ア ミー ル ・フ ァイ サ ル は シ リア を 目指 して北 へ 向か った 。 彼 は 、パ レス チ ナ か ら進 ん で きた ア

レン ビー(Allenby)司 令 官 率 い るイ ギ リス 軍 と合 流 し、1918年10月4日 には ダ マ ス クス へ 入

城 した 。 当時 、 フ ラ ンス は ベ イ ル ー トを 占領 し、1916年5月16日 の サ イ クス=ピ コ協 定 を実

行 す る た め に 、 シ リア沿 岸 を北 上 して い た。 シ ャ リフ ・フサ イ ン の代 わ りを務 め る息 子 の フ ァ

イ サ ル 、 お よび イ ギ リス を代 表 す る軍 政 長 官 の下 に置 か れ た ア ラ ブ政 府 が 、 ダ マ ス クス で 設 立

され た。 そ の 支 配 権 は 、 北 は ア レ ッポ お よび デ イル ・ア ッズー ル(Dayral-Zur)に ま で 達 す
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王 、 カ リフ も し くは スル タ ンー1920年 、 シ リア は なぜ 王 政 を選 ん だ の か?

るシ リア を含 む東 部 地帯 に及 ん だ。イ ギ リス が任 命 した軍 政長 官 は、 ダマ ス クス の名 士 、 リダー ・

パ シ ャ ・ア ル リカ ー ビー(RidaPashaal-Rikabi)で あ っ た。

フ ァイ サ ル とアル リカ ビの 両 者 が 支 配 権 を握 る とい う二 元 構 造 は 、 ダマ ス クス の ア ラブ 政 府

に とっ て 足 か せ とな っ た 。9月15日 、 イ ギ リス は フ ラ ン ス との 問 で 条 約 を 締 結 した 。 そ れ に

基 づ い て 、 イ ギ リス は シ リア か ら撤 退 し、 代 わ りに フ ラ ンス が シ リア に入 る こ ととな り、 イ ギ

リス を 代 表 す る軍 政 長 官 の 職 は 廃 止 され た 。 フ ァイ サル とア ラブ 政 府 は、 フ ラ ンス お よび 国 内

の オ ス マ ン 支 持 派 の 名 士 の 抵 抗 に 直 面 し た 。 名 士 と は 、 大 地 主 や 宗 教 学 者(ウ ラ マ ー/

the`ulama)の こ とで 、彼 らは 民族 主義 に反 対 してい た 。

1917年4,月 に ドイ ツ に 宣戦 布 告 を行 い 、 パ リ和 平 会 議 に 出席 した ウィ ル ソ ン大 統 領 に よっ

て 、 キ ン グ ・ク レー ン委 員 会(K[ng-CraneCommission)と して 知 られ る ア メ リカ の調 査 委

員 会 が シ リア に派 遣 され た 。1919年 の6月 か ら7月 に か け て の こ とで あ る。 この 委 員 会 は 、

民 族 自決 権 に 関す る シ リア 人 の 希 望 を 確 認 す る た め の も ので あ った 。 イ ギ リス と フ ラ ンス は こ

の 委 員 会 をボ イ コ ッ トした 。 委 員 会 は 、 シ リア の 団結 は強 く、 同国 の分 割 は容 認 で きな い と結

論 づ けた 。 さ らに 、統 一 され た シ リア 国 家 にパ レス チナ を含 め る よ う勧 告 し、 パ レス チ ナ へ の

ユ ダ ヤ 人 移 住 とい うシオ ニ ズ ム の 計 画 を 民 族 自決 権 の侵 害 と見 な した 。 委 員 会 の 勧 告 は 、 英 仏

両 国 か ら無 視 され た ま ま 、1922年 に公 表 され るま で 棚 上 げ に され た 。 そ の 当時 、 す で に ア メ

リカ は 国 際 連 盟 を脱 退 して い た 。

1919年 に選 挙 で 選 ば れ た シ リア全 体 会 議(al-Mu'tamaral-Surial一`am)は 、 和 平会 議 に

お い て 英 仏 両 国 に よ る陰 謀 を知 り、1920年3月8日 に会 合 を 開 く と、 立 憲 君 主 制 国家 シ リア

(レバ ノ ンお よ びパ レス チ ナ を含 む)の 独 立 を宣 言 し、 フ ァイ サ ル を 国王 とす る 旨 の決 議 を 採

択 した 。 同会 議 は さ らに、 シ リア とイ ラ ク の経 済 的 統 合 を求 めた 。 イ ス ラ ム教 徒 議 員 の過 半 数

に加 え て キ リス ト教 徒 お よび ユ ダヤ 人 を含 む 民 族 主 義 者 は 、以 前 に比 べ て現 実 的 にな っ て お り、

シ リア 、 イ ラ クお よび ヒジ ャー ズ か ら成 る ア ラ ブ独 立 国家 建 設 とい う夢 につ い て は 実 現 を あ き

ら めて い た の だ 。 しか し シ リア 全 体 会 議(al-Mu'tamaral-Surial一`am)は 、 なぜ カ リフ や

ス ル タ ン の制 度 で は な く、 王 政 を選 択 した の だ ろ うか。

当 初 フ ァイ サ ル は 、 シ リア 、 イ ラ クお よ び ヒジ ャー ズ か ら成 るア ラブ 王 国 を建 国 し、 父 を 最

高 位 に す え 、 自 ら は シ リア を 担 当 し よ う と 考 え て い た 。 ダ マ ス ク ス 商 業 裁 判 所(the

CommercialTribunalinDamscus/al-Mahkamaal-Tijayya)の 記 録 に よれ ば 、 イ ス ラ ム

暦1337年1月1日(西 暦1918年10.月7日)に ア ラ ブ 国 家(al-Dawlaal一`Arabiyya)の 建 国

が 正 式 に 宣 言 され た。 フ ァイ サ ル が ダ マ ス ク ス に到 着 して か ら3日 後 の こ とで あ る13。 さ らに

同 裁 判 所 は 、 ア ラ ブ 王 、 フサ イ ン1(Malikal一`ArabHusaynal-Awwal)の 名 にお い て 判

決 を下 す よ うに な っ た。 さ らに フサ イ ン に対 し、 ア ラ ブ の王 お よび イ ス ラ ム教 徒 の カ リフ 、 も

しく は ア ラブ の スル タ ン お よび イ ス ラ ム 教 の カ リフ とい う称 号 も与 えた14。 ダ マ ス ク ス の イ ス

ラ ム教 裁 判 所(al-Mahkamaal-Shar'iyya)は 、 シ リア 市 民 は 信 条 に 関係 な く、 ア ラ ブ ・シ

リア 国家(mintib'atal・Dawlaal一`Arabiyyaal-Suriyya)に 属 す る と明 言 した 。 同裁 判 所

の 記 録 文 書 にお い て は 、 ア ラブ ・シ リア 国 家 とい う名 称 に 、伝 統 的 にオ スマ ン朝 だ けが使 用 し

て い た 、al一`aliyya(「 高 貴 な」 の意 味)と い う形 容 詞 が 付 け加 え られ る こ と もあ っ た15。 ダ マ
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ス ク ス の イ ス ラ ム裁 判 所 は 、裁 判 記 録 の 見 出 しに 、 トル コ語 で は な くア ラ ビア語 を使 用 す る よ

うに な り、 イ ス ラ ム暦1337年1月19日(西 暦1918年10,月25日)に 判 例 の一 覧 表 を新 た に 作成

し始 め た 。 これ は、1920年12月30日 ま で続 い た。1920年7.月24日 、 フ ラ ン ス は ダマ ス ク ス を

占領 した 。 さ ら に1921年1月3日 、 フ ラ ン ス は 、新 た に ア ラ ビア語 に よ る裁 判 記 録 目録 の 作

成 を 開 始 した16。

ア ラブ 民 族 国 家 にお け るイ ン フ ラ ス トラ クチ ャの 整 備 の必 要 性 を感 じた フ ァイ サ ル は、1918

年10月6日 、 立 法機 関 と して 、 諮 問評 議 会(Majlisal-Shura)を 設 立 した 。 同評 議 会 の評 議

員 の3分 の1は キ リス ト教信 者 で 、 この こ とは 、 フ ァイ サ ル の 寛容 な 政 策 の表 れ で も あ り、 キ

リス ト教 信 者 の 行 政 能 力 を 示 す もの で もあ る。 シ リア 社 会 の 多 元 的性 質 、 ア ラ ブ の 民族 主 義 運

動(al-Nahdaal一`Arabiyya)に キ リス ト教 信 者 が果 た す 大 き な 役 割 、 お よび 政 教 分 離 国 家 で

あ る こ と を ヨー ロ ッパ に 印 象 づ け る必 要 性 か ら、 フ ァイ サ ル は 、 宗 教 に 対 す る寛 容 な 態 度 を、

自 らの 政 策 の 柱 に 据 えた の だ っ た。 トル コで の 虐 殺 を 逃 れ た ア ル メ ニ ア 難 民 が 、彼 らに よ って

自 らの経 済 的利 益 が脅 か され る と感 じた ア レッポ のイ ス ラム教 徒 か ら嫌 が らせ を受 け る と、 フ ァ

イ サ ル は1919年6月 に ア レ ッポ ま で 出 向 き 、 ア ラブ ・ク ラ ブ(al-Nadial一`Arabi)で 言冓演 を

行 っ た。 彼 は そ の 中で 寛 容 の精 神 の必 要 性 を説 き、 次 の よ うに語 っ た 。 「私 に言 わせ れ ば 、我 々

には 多 数 派 も少 数 派 も存 在 しな い 。 我 々 を分 か つ もの は何 もな い 。 我 々 は一 つ な の だ 。 宗 教 も

宗 派 も存 在 しな い こ とは 、 暫 定 政府 の 活 動 が 証 明 して い る。 な ぜ な ら、 我 々 は 、 モ ー ゼ 、 ムハ

ンマ ド、 キ リス ト、 そ して ア ブ ラハ ム が 現 れ る前 か らア ラブ 人 だ っ た の だ か ら。 我 々 ア ラブ 人

は生 涯 共 に あ り、 死 が 我 々 を分 か つ に す ぎな い。 我 々 が 分 か た れ るの は 、 土 に帰 る時 だ け なの

だ 」17。

す べ て の 国 民 を信 条 に関係 な く結 び っ け る基 盤 と して のア ラブ 主 義 を強 調 す る こ とで 、 フ ァ

イ サ ル は 政 教 分 離 国 家 の 基盤 を確 立 した 。 こ の政 策 が も とで 、 フ ァイ サ ル はイ ス ラム 教 保 守 主

義 者 の 不 興 を買 うこ とにな る。 しか し、 多 く の キ リス ト教 信 者 か ら成 る民 族 主 義 者 か らは、 尊

敬 と支 持 を得 る こ とが で きた の で あ る。(フ ァイ サ ル は、1921年 か ら1933年 に亡 くな る まで イ

ラ ク国王 の地 位 に あ っ たが 、そ の 間 、宗 教 上 お よび民 族 上 の少 数 派 に対 して も、寛 容 政策 を採 っ

た)。 それ に もか か わ らず 彼 は 、 シ リア の 宗 教 学者(ウ ラマ ー)か らの支 持 を得 よ うと して 、

彼 らを政 府 の要 職 に就 けた 。 ま た 、 大 多 数 の人 々 に益 す る経 済 的 規 制 を実 施 した 。 フ ァイ サ ル

の命 令 に 基 づ き 、 諮 問 評 議 会 は 、 軍 事 費 を調 達 す るた め の特 別 税 を課 して い た 法 律(Qanun

Wirkual-Harb)、 な らび に イ ス ラ ム暦1130年 度(西 暦1911年 一1912年)予 算 の 不 足 分 を補 う

た めの オ ス マ ン法(QanunSadd`AjzMizaniyyat1330)を 、1918年11月3日 に廃 止 した 。

シ リア で の フ ァイ サ ル の 人 気 は 高 ま り、 彼 は シ リア 国王 に選 出 され た。 彼 を 国王 に選 ん だ シ

リア 全 体 会 議 は 、 トリポ リの 代 表 で あ る ムハ ンマ ド ・ラ シ ッ ド ・リダ(MuhammadRashid

Rida)の 指 揮 の 下 、1919年6月3日 に 初 め て 召 集 され 、 ハ ー シ ム ・ア タ ッ シ(Hashim

Atassi)と い うホ ム ス 代 表 を議 長 に 選 出 した 。1920年3月 に会 議 を召 集 した フ ァイ サ ル の 目

的 とは 、 シ リア で の 自 らの 地位 を合 法 化 し、 国王 と して選 出 され るた めの 道 を 開 くこ とだ った。

当時 、 ア ラブ の 広 範 囲 にお よぶ 統 一 とい う構想 は 、実 現 不 可 能 と思 われ た。

会 議 に は2つ の グル ー プ が 生 ま れ て い た。 フ ァイ サ ル を支 持 す る民 族 主義 者 の グル ー プ と、
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王 、 カ リフ も し くは ス ル タ ンー1920年 、 シ リア は なぜ 王 政 を選 ん だ の か?

彼 に反 対 す る保 守 主義 者 の グル ー プ で あ る。 民族 主義 者 は さ ら に、過 激 派 と穏 健 派 に 分 かれ た。

過 激 派 は 、 フ ァイ サル が 主 張す る シ リア統 一 お よび 独 立 を、 ア ラブ の 統 一 を 目指 す 政策 か らの

逸 脱 と受 け 取 っ た。 さ らに彼 らは 、彼 の 姿 勢 を 、 少 数 派 に 配 慮 し過 ぎ で あ る と して批 判 した。

一 方 で
、 中立 派(Hiyadiyun)と 言 わ れ た穏 健 派 は 、彼 の 政 策 を支 持 した18。 ま た フ ァイ サ ル

に反 対 す る保 守 派 は 、 「伝 統 的名 士 」(OldNotables/a1-Dhawata1-Qudama)と して知 られ

て い た。 彼 らは ブル ジ ョア封 建 主義 一 族 を 始 め とす る貴 族 で あ っ た。 彼 らは 、 フ ァ イ サル と民

族 主義 者 を 、 フ ラ ン ス と対 立 し、彼 らの利 益 を 阻 害 し、 結 果 と して シ リア の政 情 を不 安 定 にす

る 脅威 とみ な した。 彼 らの 中 に は フ ラ ン ス 支持 を 表 明 す る者 もい れ ば 、宗 教 学 者(ウ ラマ ー)

や ス ー フ ィー 教 徒(tariqas)を 含 め 、 フ ラ ン スの 支 配 を受 け入 れ る意 思 を示 す 者 もい た19。

フ ァイ サル の支 持 者 は 、幅 広 い 階層 か ら成 る人 民 戦 線(al-Jabhaal-Sha'biyya)を 組織 し、

会 議 を 支 配 した 。 彼 ら は ま た 、 ア ラ ブ ・ク ラ ブ(ArabClub)、 進 歩 党(theProgressive

Party)(Hizbal-Taqaddum)、 お よび シ リア 愛 国 党(thePatrioticSyrianParty)(a1-Hizb

al-Watanial-Suri)と い っ た 主 だ っ た組 織 に も名 を連 ね た。 彼 らに とっ て 、 シ リア の 統一 は 、

よ り大 規 模 な 、 ア ラ ブ統 一 に 向 け て の足 が か りだ っ た の で あ る20。

穏 健 派 と保 守 派 に分 裂 した も の の、 会 議 は全 会 一 致 で フ ァイ サル を シ リア 国王 に選 出 した 。

会 議 に参 加 した7名 の キ リス ト教 司教 と ダ マ ス ク ス の ユ ダ ヤ教 ラ ビ長 は、 フ ァイ サ ル 国王 を支

持 す る とい う誓 約 を書 面 で 明 らか に した 。 そ の理 由 は 、 フ ァイ サル がす べ て の宗 教 を尊 重 し、

法 の 下 の 平 等 と法 の 遵 守 を 約 束 した か らで あ る 。 こ の 誓 約 は 、 アル ・ア ー シ マ(al一`Asima)

(首都 の 意)と い う官 報 で発 表 され た21。

1920年3.月8日 、 シ リア 第 二 の都 市 ア レ ッポ で は 、 当 局 が 次 の よ うな 宣 言 を載 せ た チ ラ シ

を配 布 した。

「た と え信 念 に背 く と して も、 イ ス ラ ム教 徒 は キ リス ト教徒 お よび ユ ダ ヤ教 徒 の兄 弟 で あ る」

「ア ラ ブ人 は、 モ ー ゼ お よび キ リス トお よ び ムハ ン マ ドの前 に ア ラ ブ人 で あ る」

「自 由 と独 立 は 、 シ リア の2つ の権利 で あ る 」

「独 立 とフ ァイ サ ル は 、 シ リア の2つ の 宝 で あ る 」

「シ リア人 の血 は 、独 立 の た め に流 され る」

「シ リア は、 自 由 を手 にす る に最 もふ さわ しい 国 家 で あ る」

「宗 教 は神 の も の で あ り、 祖 国 は神 の 子 の も の で あ る 」

ア レ ッポ の ア メ リカ領 事 は 、1920年3月13日 付 の本 国 へ の電 信 で 、 この チ ラ シ につ い て 報

告 した 際 、 フ ァイ サ ル が 国 王 に選 ば れ る だ ろ う と述 べ た 。 彼 の言 葉 に よれ ば 、 「現 地 当 局 は 、

正 式 な発 表 を行 っ てい な いが 、 ど うや ら ア ミー ル ・フ ァ イ サル は 、 メ ソポ タ ミア お よび パ レス

チ ナ を含 む 、 『シ リア の 国 王 』 に指 名 され た ら しい 」22。メ ソポ タ ミア(イ ラ ク)が 含 ま れ る と

い う点 は 、 ア ラ ブ民 族 主 義 者 の希 望 的 観 測 で あ っ て 、 実 際 に は実 現 しなか った 。

イ ス ラ ム教 とキ リス ト教 の相 互 理 解 を 図 る 目的 で 、 ア レ ッポ で設 立 され た ア ラブ 同胞 委 員 会

(theCommitteeofArabianBrotherhood)の 代 表 団 は 、 フ ァ イ サル が 正 式 に国 王 と して 選

出 され る1週 間前 の3月13日 の 朝 、 ダマ ス ク ス に 向 けて 出発 した。 ア レ ッポ を 代 表 して 、 彼

にお 祝 い を言 うた め で あ った 。 代 表 団 は、4名 の著 名 な イ ス ラ ム教 信 者 と6名 の キ リス ト教 信
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者 で 、 うち3名 は 司 教 で あ っ た 。 ア レ ッポ の ユ ダ ヤ 人 名 士 と大 ラ ビ(theGrandRabbi)1

名 ず つ は 、 同 じ 目的 の た め 、す で に 一 日前 に 出 発 して い た23。 こ う して 、 平 等 と宗 教 の 自 由が

保 障 され る はず の 君 主 制 に対 す る期 待 は 高 ま っ て い た のだ った 。

当 時 の シ リア にお け る ア ラブ 民 族 意 識 の 高 ま り、 宗 教 に対 す るフ ァイ サ ル の 寛 容 な 政 策 、 行

政 へ の キ リス ト教 徒 の 参 加 、 お よび ヨー ロ ッパ 的 な 立 憲 君 主 国の 建 国 を ヨー ロ ッパ に 印 象 づ け

た い とい う思 惑 を考 え る と、王 政 は 、 シ リア とい う新 興 国 家 に最 もふ さわ しい 制 度 だ った と言

え る。 しか し、 フ ァイ サ ル を国 王 と して 発 足 した こ の ア ラ ブ 国家 は 、 わ ず か4ヶ 月 しか もた な

か っ た 。1920年7,月25日 、 同 国 は 、 ダ マ ス クス を 占領 した フ ラ ン ス に 屈 した の で あ る 。 こ の

占領 は 、イ ギ リス とフ ラ ン ス が締 結 した 、1920年4月25日 のサ ン レモ 協 定 に 基 づ くも の で あ っ

た。 この協 定 に よ り、 フ ラ ン ス は、 シ リア お よび レバ ノン の 占領 を認 め られ てい た の で あ る。

サ ン レモ 協 定 は、 独 立 シ リア の国 王 と して フ ァイ サ ル が選 ばれ た こ とへ の対 抗 措 置 で あ っ た。

シ リア にお け る フ ァイ サ ル 国王 のア ラブ 政 府 が 遺 した遺 産 は、 民 族 国家 の成 立 に不 可 欠 な制

度 と組 織 の整 備 、 宗 教 的 寛 容 の精 神 、 そ して 国家 の ア ラブ化 で あ っ た24。
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 [Abstract] 

 Kingship, Caliphate or Sultanate: Why Syria Chose Kingship in 1920? 

                     Abdul-Karim RAFEQ 
                        College of William and Mary 

After a brief survey of the institutions of the kingship, the sultanate and the caliphate, my paper 

examines the reasons that made the members of the Syrian General Congress choose Faysal, son 

of Sharif Husayn of Hijaz, king of Syria on 8 March 1920. Why was he not chosen sultan or 

caliph? Who held or coveted these titles at the time? What was the political culture in Syria that 

made the members of the Congress prefer a monarchy? 

     The composition of the Syrian General Congress that included Muslims, Christians and 

Jews representing the various regions of geographical Syria (Bilad al-Sham) was no doubt the 

determining factor for choosing a non-religious title for the head of state. Arabism was at its peak 

at the time and a secular title approved by all the communities seemed appropriate. 

     There was an ongoing public debate among Muslim scholars about the merits of having an
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Arab caliphate. Sharif Husayn, the King of Hijaz, put himself up for the title of caliph encouraged 

by British promises to support him in this endeavor should he rise in revolt against the Tutks. He, 

however, did not obtain this title even though he rose in revolt against the Turks on 10 June 

1916. When Mustafa Kemal Ataturk, the creator of modem Turkey, abolished the Ottoman caliphate 

in 1924, Sharif Husayn immediately declared himself caliph. 'Abd al-'Aziz Ibn Saud, Sultan of 

Najd and the dominant figure in Arabia, used this declaration as a pretext to attack Sharif Husayn 

and occupy Hijaz including the two holy cities of Mecca and Medina.. Ibn Saud eventually 

declared himself king of Saudi Arabia, but not caliph or sultan. 

     Although the rule of King Faysal in Syria did not last for more than a few months, the 

choosing of a monarchy rather than a caliphate or a sultanate by the Syrians is significant. It 

reflects the domination of secularism among the Syrians regardless of their religious affiliations. 

During his rule in Syria, King Faysal called for tolerance and cooperation among the religious 

communities and has proven himself to be deserving of the title of king for all the Syrians.
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